様式第１号（第４条関係）

年　　月　　日


(宛先)　河内長野市長

河内長野市廃棄物不法投棄等監視カメラ貸与申請書

　河内長野市廃棄物不法投棄等監視カメラ貸与及び運用に関する要綱第４条第１項の規定により、次のとおり監視カメラの貸与を申請します。

記

	申請者
	団体名
又は
申請者
	


	
	責任者

	住所：
氏名：

	
	連絡先

	電話番号：
メールアドレス：

	
監視
場所
	所在地：河内長野市

□　ごみステーション　□　道路（私道を除く。）等公共の場所
□　私有地又は私有地周辺

	設置
場所
	


	

設置
同意
	□　上記の監視場所の利用者等（私有地にあっては所有者又は占有者）に監視カメラの設置について周知し、同意を得ている。
□　上記の設置場所の所有者、管理者等に監視カメラの設置について許可を得ている。
□　その他、下記の者から同意・許可を得ている。
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	目的
	□　ごみの不法投棄　□　ごみの不適正排出
□　ごみの持ち去り　□　その他（　　　　　　　　　　　　　）

	貸出
期間
	　　年　　月　　日　から　　年　　月　　日　まで

	台数等
	貸出台数：　　　　台
備考：



添付書類	誓約書（様式第２号）及び設置場所を示す地図等

様式第２号（第４条関係）

誓　約　書

(1) 貸与された監視カメラの破損等に十分な注意を払い､適切に管理します｡
  　設置取付にあたっては落下や事故等が生じないよう場所及び器具を選定し､確実な設置取付を行います｡
(2) 住民等のプライバシーに十分配慮するとともに、貸与された監視カメラは、申請の目的以外には使用しません。また、周辺に監視カメラを設置していることを周知する掲示を行います。
(3) 貸与された監視カメラが不要となったときは、速やかに市に返却します。
(4) 貸与された監視カメラの設置及び撤去等に要する費用は、申請者において負担します。
(5) 貸与された監視カメラの使用に伴う第三者との紛争、苦情等への対応は、申請者において責任をもって対応し、解決します。
(6) 貸与された監視カメラの使用状況等について、市から指示や報告を求められたときは、速やかに応じます。
(7) 貸与された監視カメラの故障・不具合等により、監視カメラの設置目的を果たせなかった場合であっても、市に責任は問いません。
(8) 貸与された監視カメラの設置等の瑕疵により損害を生じさせた場合、又は損害が生じた場合であっても、市に賠償を請求し、又は求償しません。
(9) 貸与にあたって付された条件に従うとともに、申請内容に変更等が生じた場合は、すみやかに市に報告します。

（宛先）　河内長野市長

年　　　月　　　日

　上記の内容を確認し、監視カメラの貸与の申請に当たり誓約します。

	
　誓約者
（申請者）

	
自署　
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